
�愛媛県告示第７２７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２７年６月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 解除に係る保安林の所在場所

四国中央市金生町下分字向山乙１８の５、乙１８の１２、乙１８の８２、

乙１８の８３

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

指定理由の消滅

２� 解除に係る保安林の所在場所

四国中央市金生町下分字向山乙１８の１２

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 解除の理由

指定理由の消滅

�愛媛県告示第７２８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第２号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２７年６月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７２９号
建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第９条第１項の規定により、

次のとおり建築士の免許を取り消した。

平成２７年６月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

免許の取消
年月日

免許の取消しを受けた建築士
免許の取消
しの理由氏 名

二級建築士
又は木造建
築士の別

登録番号

平成２７年
３月１７日 西野 長幸 二級建築士

愛媛県知事
登録第１９５１
号

死亡による

�������
�愛媛県告示第７３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市北野田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

発 行 愛 媛 県
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告 示

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２４）第１５１３０号 平成２４年
９月１２日 有限会社八光 八木 幸光 今治市大西町新町甲５９２

－１４
平成２７年
５月２６日 鋼構造物工事業

同社役員が建設
業法第８条第１１
号に定める欠格
要件に該当した
ため。

（般－２５）第１７２１５号 平成２５年
９月１２日 久建設工業 伊藤 久 西条市小松町新屋敷甲１１１８

－５
平成２７年
５月２６日

建築工事業
とび・土工工事業

同社代表者が建
設業法第８条第
７号に定める欠
格要件に該当し
たため。

毎週（火・金）曜日発行 第２６７７号 平成２７年６月２日
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平成２７年６月２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 � 見 和 政 東温市北野田２３０番地

〃 牧 隆 司 東温市北野田７９１番地

〃 安 井 浩 二 東温市北野田１５２番地

〃 � 見 淳 東温市北野田１３７番地

〃 岡 田 誠 司 東温市北野田１４１番地

〃 牧 秀 宣 東温市北野田８２７番地１

〃 武 智 南 東温市北野田１２２４番地

〃 相 原 宏 徳 東温市北野田６５２番地

監 事 明 賀 英 樹 東温市北野田１１７番地

〃 八 塚 長 規 東温市北野田８３８番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 � 見 和 政 東温市北野田２３０番地

〃 牧 隆 司 東温市北野田７９１番地

〃 安 井 浩 二 東温市北野田１５２番地

〃 � 見 淳 東温市北野田１３７番地

〃 別 府 頼 房 東温市野田一丁目２０番地２１

〃 牧 秀 宣 東温市北野田８２７番地１

〃 武 智 南 東温市北野田１２２４番地

〃 渡 部 茂 雄 東温市北野田８３４番地

監 事 明 賀 英 樹 東温市北野田１１７番地

〃 八 塚 長 規 東温市北野田８３８番地
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�愛媛県告示第７３１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市揚畑田土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２７年６月２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�������
�愛媛県告示第７３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市田窪土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２７年６月２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第７３３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２７年６月２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第７３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年６月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２７中局建（開）第４号

平成２７年５月２１日
東温市牛渕字太郎丸５０１番１

東温市牛渕１３９４番地１

駅前マンション牛渕４０２号

西 方 哲 也

西 方 佳 恵

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 落合久万線
上浮穴郡久万高原町直瀬甲３２９０番３から

同町直瀬甲３３４０番２まで
平成２７年６月２日

〃 美川川内線
上浮穴郡久万高原町直瀬甲３３４０番２から

同町直瀬甲３２９０番３まで
〃
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�愛媛県告示第７３５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２７年６月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２７年６月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２４）第１１６１５号 平成２４年
７月５日 佐々木電気設備店 佐々木忠義 大洲市菅田町菅田甲８４８

－２５
平成２７年
４月２日 電気工事業 建設業の廃止

（般－２３）第９２１８号 平成２３年
９月１１日 （有）清吉建設 清吉 俊充 宇和島市野川甲１４４５－１ 平成２７年

４月７日
土木工事業
しゅんせつ工事業 建設業の廃止

（般－２６）第１６５４２号 平成２６年
８月１１日 ゴトウ 後藤 孝 宇和島市吉田町北小路乙

２６－３
平成２７年
４月７日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
ほ装工事業

建設業の廃止

（般－２２）第１０３３３号 平成２２年
１０月１８日 （株）リ・ライフ 西田 洋一 大洲市徳森２４８ 平成２７年

４月２４日

土木工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（特－２３）第１１２８８号 平成２３年
８月３０日 西南土建（株） 西園寺秋重 八幡浜市保内町須川２５３６ 平成２７年

４月２７日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２４）第１５０４９号 平成２４年
６月２０日 （有）西国工務店 西國 浅夫 西宇和郡伊方町塩成２０５３

－１
平成２７年
４月２７日

左官工事業
塗装工事業
防水工事業

建設業の廃止

（般特－２２）第２４９号 平成２２年
７月１１日 大昭建設（株） �田 博文 西予市宇和町伊賀上１６４６

－５
平成２７年
４月３０日

土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業
ほ装工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２７年５月１８日 特定非営利活動法人えひめ消費
者ネット 松 田 裕 二 松山市朝生田町２丁目２番１１号 この法人は、消費者としての県民に対して、そ

の利益を擁護するため、消費生活相談や消費生
活に関する情報を収集・提供する事業等を実施
し、もって県民の消費生活の安定・向上に寄与
することを目的とする。

平成２７年６月２日 発行

愛 媛 県 報平成２７年６月２日 第２６７７号
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